
宗農委公第 ５ 号

農業委員会等に関する法律第２７条の規定により、平成２３年 ８月 ４日開催、即日

閉会の農業委員会の会議議事録を次により縦覧に供する。

平成２３年 ８月２２日

七宗町農業委員会

会長 井 戸 敬 二

１ 縦覧の場所

七 宗 町 役 場 七宗町上麻生２４４２番地３

七宗町役場神渕支所 七宗町神渕４５２５番地４

七宗町ホームページ

２ 縦覧期間

自 平成２３年 ８月２２日

至 平成２３年 ９月 ４日



平成 ２３ 年度

第 ３ 回 七宗町農業委員会総会 議事録

１．開催日時 平成２３年 ８月 ４日（木） 午後 １時３０分～ ２時５５分

２．開催場所 七宗町役場 ２階 南会議室

３．出席農業委員（１７名）

会 長 １４番 井 戸 敬 二

職務代理者 １７番 後 藤 雅 和

委 員 １番 中 島 六 八 ２番 亀 山 忠 夫

３番 上 野 竜 司 ４番 福 井 功

５番 亀 山 元 夫 ６番 加 納 洋 治

７番 塚 本 虎之助 ８番 中 島 博 二

９番 神 戸 岩 夫 １０番 後 藤 洋 治

１１番 渡 邉 仁 平 １２番 馬 場 一 重

１３番 岩 田 利 美 １５番 福 井 德 一

１６番 山 岡 洋 子

４．欠席農業委員（ 無 ）

５．協議事項

議第１号 会長並びに職務代理者の選出について（議席指定）

議第２号 農地法第３条の規定による許可申請に対する意見について

（許可）又は（承認）

議第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について

（承認）

議第４号 農業振興地域農用地区域除外申請に対する意見について

～農業振興地域の整備に関する法律により～

（承認）



議第５号 七宗町農業委員会農地の利用状況調査実施要領（案）について

～農地パトロール月間（利用状況調査）の実施について～

（承認）

６．出席農業委員会事務局職員（ ５名）

事務局長 長谷川 和 彦（農林建設課 課長）

書 記 亀 山 一 美（農林建設課 農務係主査）

可 児 義 昌（農林建設課 課長補佐兼農務係長）

めぐみの農業協同組合 神渕支店 水 川 篤 司（支店長）

岐阜県 可茂農林事務所 農業普及課 神 野 浩 司

（技術課長補佐・七宗町担当普及員）

７．欠席農業委員会事務局職員（ １名）

めぐみの農業協同組合 上麻生支店 今 井 幸 夫（支店長）
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平成 ２３ 年度
第 ３ 回 農業委員会総会

事務局長 皆さん、こんにちは。
（長谷川和彦）

（こんにちは。）

事務局長 定刻の時間となりましたので、只今より「平成２３年度 第３回 農
業委員会総会」を開催させて頂きます。

本来ならば、会長よりご挨拶を承るところでございますが、ご案内の
とおり本総会において会長及び職務代理者を選出して頂くことになって
おりますので、参集者であります井戸町長よりご挨拶を申し上げます。

町長、宜しくお願いします。

町長 改めまして皆さん、こんにちは。
（井戸敬二）

（こんにちは。）

町長 本日は、何かとご多忙の中、「第３回 七宗町農業委員会」にご参集を
賜りまして誠に有り難うございます。

只今、事務局長の説明のとおり会長が選出されます迄は、「農業委員会
等に関する法律」により招集者である私がその役目を代行致しますので、
本日の議事進行と併せまして宜しくお願いを致します。

今日、午前中でありましたがいよいよ皆さんも本当に気にしておられ
る、また町と致しまして長年の懸案事項でもあります「可児・金山線」
のまず第１歩と致しまして、「麻生浄水場」の移設の関係で先般入札等も
おこないまして、本日午前中に安全祈願祭をおこなったところでありま
す。

まず、皆さんにご報告をさせて頂きます。

さて委員各位には、先般７月２０日に台風６号による被害が大変心配
された中でありましたが、本総会に向けての研修会に参加を頂きました。

誠に有り難うございました。
また、７月２６日から２７日にかけては、即実践として「農地法」に

係る申請書の確認や現地確認等などもして頂きました。
特に２７日は、またゲリラ豪雨が早朝に襲いまして、「主要地報道可児

・金山線」の通行止めや神渕牛ヶ洞地内におきまして災害等も発生を致
しまして、確認業務に支障があったとも報告を受けておりますが誠に有
り難うございました。

今後共、宜しくお願いを致します。

さて研修会につきましては、私は、残念ながら当日２０日、２１日と
東北の被災地の方を県会議員と方と視察に行って参りましたので参加が
出来ませんでしたが、「農地法」をはじめと致しまして初めて耳にされま
す専門用語が多いと思われたんではないでしょうか。

本日もご案内のとおり本総会終了後に、研修会が予定されております
が「農業委員会」に関する事は、一度や二度まして数時間の研修で全容
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町長 を理解する事は大変難しいと事であると思いますので、今後の活動の糧
として頂き、知識を得る為に各種の研修会等が定期的に開催されますの
で、積極的な参加をお願いするところでもあります。

重ねて、任期３年の間には、それぞれにご予定もあろうかと思います
が、「農業委員会」の総会への出席は無論の事、事務局よりまた依頼され
ました各種調査、現地調査、確認等への同行にもご理解と御協力を重ね
てお願いするところであります。

地域農業振興の要である「農業委員」としての活動にご尽力を賜りま
すよう宜しくお願いを致します。

次に、既に皆さんにはご理解のうえ実践しておるわけでありますが、
本町は上着の非着用、ノーネクタイというわけで、特にこの暑い時期６
月から９月を目処と致しまして、そういった取り組みをしております。

特に今年は、先程も一寸ふれましたけども「東北地方太平洋沖地震」
以後、「原子力発電所」の事もありまして、節度ある節電と併せて取り組
んでおりますので、また皆様方におきましてもそれぞれにいろいろな取
り組みをお願いするところでもあります。

さて、本日も提出されます議案につきまして慎重なるご審議をお願い
致しまして私の挨拶とさせて頂きます。

何卒、宜しくお願い致します。

事務局長 有り難うございました。
本総会にはオブザーバーとして、「めぐみの農協・上麻生支店長、神渕

支店長」、「可茂農林事務所」からは「農業普及課」の職員の方をお招き
致しまして、ご指導、ご助言を頂いているしだいでございます。

初めに、「水川神渕支店長」様にご挨拶を頂きます。
宜しくお願い致します。

神渕支店長 皆さん、改めましてこんにちは。
（水川篤志）

（こんにちは。）

神渕支店長 私、神渕の農協でお世話になっています「水川篤志」といいます。
住まいは、「蜂屋」でございましていろいろお世話になりますが宜しく

お願い致します。
また、本来ですと「上麻生」の支店長も本日出席する予定でしたがど

うしても仕事の都合で出れないということでしたので、宜しくお伝えく
ださいとのことでしたので、この場をお借りしましてお願いをしたいと
思います。

何卒、宜しくお願いします。

事務局長 有り難うございました。
続きまして、「農業普及課」技術課長補佐の「神野」様宜しくお願い致

します。

農業普及員 皆さんこんにちは。
（神野浩司）
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（こんにちは。）

農業普及員 「可茂農林事務所・農業普及課」から参りました「神野」と申します。
七宗町の窓口担当ということで、やらして頂いておりますので宜しく

お願い致します。
昨年迄、いえ一昨年前迄は「農業改良普及センター」という名でおっ

たのが去年から「農林事務所」の中の「農業普及課」という形で組織統
合されて今に至っております。

やっていることと致しましては、同じ様なことやっておりますので今
迄とおり宜しくお願いしたいと思います。

事務局長 有り難うございました。
それでは、本総会出席者全員において「農業委員会憲章」を朗読致し

ますので、宜しくお願い致します。
お手元の資料若しくは、スクリーンの方をご覧ください。

全員 七宗町農業委員会憲章（朗読）

１．農業委員会は、
農業・農業者の代表として、
誇りと責任のある行動に努めます。

１．農業委員会は、
農用地の確保と有効利用を進め、
法令に基づく適正な農地行政に努めます。

１．農業委員会は、
農地銀行活動を確立し、
農用地の流動化と集団化の促進に努めます。

１．農業委員会は、
産業としての農業を確立するため、
担い手の育成と後継者の確保に努めます。

１．農業委員会は、
活力ある農業・農村を築くため、

構造政策と地域活性化の推進に努めます。

１．農業委員会は、
農業経営と暮らしの発展のため、
情報の収集・提供活動に努めます。

１．農業委員会は、
農業者の期待と信頼に応え
新時代をひらく農政の確立に努めます。
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事務局長 どうも、有り難うございました。
次に、「農業委員会等に関する法律第２１条３項」の規程による資格審

査報告を致します。
本日の農業委員会、出席委員１７名全員でございます。
従いまして、ここに本総会が成立する事をご報告致します。
それでは、町長さん進行を宜しくお願い致します。

町長 はい、それでは、はじめに「農業委員会等に関する法律第２７条」の
規程による議事録作成の為、本日の議事録署名者につきまして指名をさ
せて頂きます。

議事録署名者を 牛ヶ洞地区の 中島 六八 委員さん

大穴地区の 亀山 忠夫 委員さん

以上２名の方、宜しくお願い致します。

又、委員各位をはじめとしまして皆さんにお願いを致します。
本総会は、全て会議内容を録音致しますので発言の有る時は、ゆっく

り大きな声で発言をして頂きますよう宜しくお願いを致します。
又、本日は、まだ議席が決まっておりませんので地区名とお名前にて

お願いをしておりますが、今後は議席番号と名前にてお願いをして参り
ます。

なお、本日の議事録の作成にあたる会議書記には、事務局職員を指名
致します。

それでは、これより本日の議案につきまして協議に入ります。
「議第１号 会長並びに職務代理者の選出について」を議第とし事務

局の説明を求めます。

事務局 はい、それでは「議第１号 会長並びに職務代理者の選出について」
（可児義昌） 説明を致します。

資料につきましては、５頁になりますが、これは「農業委員会等に関
する法律第５条」等により会長を置くとされております。

また「会長が欠けたとき又は事故あるときは、委員が互選したしたも
のがその職務を代理するするもの」とありますので、職務代理者の設置
も必要となりますので宜しくお願い致します。

以上です。

町長 それでは、はじめに会長につきまして選出を致したいと思いますがい
かが取りはからったら宜しいでしょうか。

農業委員 はい。 ※「挙手」
（神戸岩夫）

町長 はい。
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農業委員 町長さんの井戸さんに会長をお願いしたらどうかと思いますがいかが
（神戸岩夫） でしょうか。

（異議なし。）

町長 只今、ご推薦のお言葉を頂きましたが、他にはありませんでしょうか。

「自他推薦無し」

町長 それでは、自他推薦等も有りませんようですので、申し上げにくいん
ですが私で宜しいでしょうか。

「拍手」

町長 それでは、ご推薦を頂きましたので会長職をお引き受けさせて頂きま
す。

私と致しましても農業委員につきましても６年お付き合いをさせて頂
きました。

けして充分とは言えませんけども、私と致しましても七宗町の農業の
お役に立てるように会長として頑張らさせて頂きたいというふうに思っ
ておりますので、今後とも委員各位のご理解とご支援ご協力を宜しくお
願いを致します。

どうか、宜しく御願い致します。

会長 それでは、引き続き職務代理者の選出を致します。
（井戸敬二） 選出につきまして、いかが取りはからったら宜しいでしょうか。

農業委員 会長一任で宜しくお願いします。
（福井 功）

会長 はい、只今会長一任との声がありましたが、宜しいでしょうか。

（異議無し。）

会長 それでは、私の方から職務代理者につきましては指名をさせて頂きた
いとおもいます。

職務代理者につきまして、農協より推薦されてみえてます後藤委員さ
んにお願いをしたいと思いますがいかがでしょうか。

（異議無し。）

会長 有り難うございました。
それでは、後藤委員さんにはたいへんお世話になりますが職務代理者

として宜しくお願いを致します。
それでは、ここでご就任の簡単で宜しいですのでご挨拶を頂きたいと

思いますので宜しくお願い致します。
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農業委員 すいません。
（後藤雅和） 只今、ご指名を頂きまして職務代理者をやれという事ですのでやらせ

て頂きます。
職務代理者ということで、町長に何かあった時だけですので町長の健

康等を願いまして挨拶に代えさせて頂きます。
宜しくお願い致します。

「拍手」

会長 有り難うございました。
それでは、続きまして議席指定でございますが、抽選などいろんな方

法がございますが、事務局より資料にもありますように提案がございま
す。

今、着席頂いております順になりますが、宜しいでしょうか。

「異議無し」

会長 はい、有り難うございます。
それでは、意義が無いようですので、只今お座り頂いている席順が議

席とさせて頂きます。

それでは、次に「議第２号 農地法第３条の規定による許可申請に対
する意見について」を議第とし、事務局に議案の朗読と説明を求めます。

事務局 それでは、「議第２号 農地法第３条の規定による許可申請に対する意
（可児義昌） 見について」の議案の朗読と説明を致します。

本日の申請は、３件でありまして資料７頁をご覧ください。

番号１

大字（神渕） 字（捻藤） 地番（3,131番地1）
地目 登記簿（田） 現況（田） 面積（300㎡）

大字（神渕） 字（捻藤） 地番（3,131番地2）
地目 登記簿（田） 現況（田） 面積（639㎡）

計 2筆 939㎡

譲渡人氏名（長谷部 利彦） 住所（七宗町神渕9,802番地1）
譲受人氏名（長谷部 政勝） 住所（七宗町神渕3,370番地）

申請事由 譲渡人 労働力不足により耕作の継続が困難なため譲渡
する。

譲受人 農業経営の拡大をはかる。
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事務局 番号２
（可児義昌） 大字（神渕） 字（白土） 地番（7,686番地3）

地目 登記簿（畑） 現況（畑） 面積（84㎡）

譲渡人氏名（加藤 隆） 住所（七宗町神渕8,067番地）
譲受人氏名（亀山 利一） 住所（七宗町神渕8,066番地）

申請事由 譲渡人 農業経営が困難なため譲渡する。
譲受人 農業経営の拡大をはかる。

番号３
大字（神渕） 字（大松尾） 地番（7,656番地1）
地目 登記簿（畑） 現況（畑及び一部山林原野） 面積（307㎡）

大字（神渕） 字（大松尾） 地番（7,657番地）
地目 登記簿（畑） 現況（畑） 面積（343㎡）

大字（神渕） 字（白土） 地番（7,674番地）
地目 登記簿（畑） 現況（畑） 面積（333㎡）

計 3筆 983㎡

譲渡人氏名（亀山 裕二） 住所（七宗町神渕8,092番地）
譲受人氏名（加藤 仁司） 住所（七宗町神渕7,656番地3）

申請事由 譲渡人 土地を集約し、効率化を図るために相互に交換
する。

譲受人 土地を集約し、効率化を図るために相互に交換
する。

議第３号－１関連

本件「議第２号１番」から「３番」につきましては、申請書における
書類審査及び地元農業委員さん立ち会いの下、現地確認を実施しており
ます。

それぞれに資料８頁から１３頁にありますように「農地法第３条第２
項」の各号に該当しない旨を確認し「許可要件」を満たすと考えます。

それでは、順に説明をさせて頂きますのでお手元の資料と併せまして
正面のスクリーンをご覧ください。

地図の矢印が写真の撮影方向となります。

１番につきましては、かねてより当事者間において「農業経営基盤強
化促進法」による「利用権設定」を受け譲受人が耕作を営んでおりまし
た。

今後も、譲受人が耕作を営むとの事で今回の申請となりました。

次に２番につきましては、譲渡人・譲受人共に同一地区にあります。
譲渡人が農業経営が困難であり、譲受人が農業経営の拡大をはかる中、

無償にて譲渡されます。
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事務局 続きまして３番につきましては、譲渡人・譲受人共に同一地区の方で
（可児義昌） あります。

土地を集約化し効率化を図るために農地法５条を併用して相互の交換
となります。

以上です。

会 長 それでは、只今事務局より説明がありました「議第２号」につきまし
て、順に地元農業委員さんの補足説明とご意見を頂き個々に審議を致し
ます。

また、冒頭にお願いを致しましたとおり、議事録を作成のため会議内
容を録音致しておりますので、ゆっくりと大きな声での発言をお願い致
します。

初めに「議第２号１番」につきまして、小穴地区担当の亀山委員さん
宜しくお願いを致します。

農業委員 今、この前を見て頂ければ分かると思いますけど右側が荒れてまっと
（亀山忠夫） るんやけど田んぼなんやけど、もし、利彦さんがこのままやと荒れてま

うような気がしたんで、この買われる方が作るという事やでいいんじゃ
ないかと僕は思いました。

以上です。

会長 はい、有り難うございました。
それでは、これより質疑に入ります。
意見や質問のある方は、挙手にてお願いを致します。
特に「農地法第３条」に係る審議は、初めてですのでどんな些細な事

でも疑問にもたれましたら確認をして頂きたいと思いますので宜しくお
願い致します。

「意見・質問無し」

会長 宜しいでしょうか。

（異議なし）

会長 それでは、「議第２号１番」につきまして採決を致します。
原案のとおり「許可」する事に賛成の委員さんは、挙手をお願い致し

ます。

「全員挙手」

会長 はい、有り難うございました。
委員全員の方の賛成を頂きました。
よって「議第２号１番」につきましては、原案のとおり「許可」する

事と致します。
次に「議第２号２番」につきまして、上八日市地区担当の亀山委員さ

ん宜しくお願いを致します。
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農業委員 はい、上八日市の担当の亀山です。
（亀山元夫） 加藤さんが耕作されない為に亀山さんに譲渡されます。

現地を確認しましたが、優良な土地を荒らさない為にも必要な措置と
考えますのでいかがでしょうか。

会長 はい、有り難うございました。
それでは、これより質疑に入ります。
また、意見や質問のある方は、挙手にてお願いを致します。

（異議無し）

会長 宜しいでしょうか。
それでは、「議第２号２番」につきまして採決を致します。
原案のとおり「許可」する事に賛成の委員さんは、挙手をお願い致し

ます。

「全員挙手」

会長 はい、有り難うございました。
委員全員の方の賛成を頂きました。
よって「議第２号２番」につきましては、原案のとおり「許可」する

事と致します。
次に「議第２号３番」につきまして、これも上八日市地区担当の亀山

委員さん宜しくお願いを致します。

農業委員 はい、家に隣接する土地を集約されますので効率が上がると思います。
（亀山元夫） いかがでしょうか。

会長 はい、有り難うございます。
それでは、これより質疑に入ります。
意見や質問のある方は、挙手にてお願いを致します。

農業委員 一寸質問。 ※挙手
（福井 功）

会長 はい、どうぞ。

農業委員 名前を言うんですか。
（福井 功）

会長 いえ、どうぞ。

農業委員 はい、先程５条の関係があってとの事でしたがもう少しその辺を説明
（福井 功） 願います。

事務局 すいません。
（亀山一美） ５条の関係につきましては、後程「議第３号」で出てくる訳なんです

が、お手元の資料で１５頁をご覧頂きたいと思います。
こちらの「番号１」「議第３号」の「５条」に関わる「番号１」に出て

きます。
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事務局 農地をそれぞれお互いに交換された上で、片方の方は、農地として使
（亀山一美） われます。

片方の方は、「５条」で転用をかけて使うという事で土地の相互交換が
かかっている事を先程説明させて頂きました。

その件に関しましては、資料の備考欄右側にも記載をさして頂いてお
りますが、１５頁の方を言いますと「議第２号－３」関連 土地を集約
して効率化をはかるため相互交換と説明をさせて頂いております。

又、先程の資料に戻って頂きますと同じ様に備考欄で「議第３号－１
１」関連と説明をさせて頂いております。

会長 宜しいでしょうか。

農業委員 要するに農地で受け取る方と転用されて使われるという形での申請で
（福井 功） すね。

事務局 はい、そうです。
（亀山一美）

農業委員 はい、分かりました。
（福井 功）

会長 その他、どんな事でも宜しいですがございませんでしょうか。

「質疑等無し」

会長 それでは、意見もありませんので採決を致したいと思います。
原案のとおり「許可」する事に賛成の委員さんは、挙手をお願い致し

ます。

「全員挙手」

会長 はい、有り難うございました。
委員全員の方の賛成を頂きましたので、「議第２号３番」につきまして

は、原案のとおり許可する事と致します。
なお、「議第２号１番」から「３番」の「農地法第３条」に係る案件に

つきましては、全て「許可」となりましたので今後は事務局にて適正に
事務処理をすように指示を致します。

続きまして、「議第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に
対する意見について」を議第とし、事務局に議案の朗読と説明を求めま
す。

事務局 はい、それでは「議第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申
（可児義昌） 請に対する意見について」議案の朗読と説明を致します。

本日の申請は、６件であります。
資料につきましては、１５頁からになりますので宜しくお願いします。
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事務局 番号１
（可児義昌） 大字（神渕） 字（西ヶ洞） 地番（7,522番地）

地目 登記簿（畑） 現況（山林原野） 面積（846㎡）

譲渡人氏名（加藤 仁司） 住所（七宗町神渕7,656番地3）
譲受人氏名（亀山 裕二） 住所（七宗町神渕8,092番地）

転用理由 植林

番号２
大字（神渕） 字（西ヶ洞） 地番（7,605番地）
地目 登記簿（田） 現況（宅地） 面積（234㎡）

譲渡人氏名（亀山 裕二） 住所（七宗町神渕8,092番地）
譲受人氏名（福井 豊彦） 住所（七宗町神渕7,601番地）

転用理由 資材置場・物置

番号３
大字（神渕） 字（上戸呂） 地番（2,392番地1）
地目 登記簿（畑） 現況（山林原野） 面積（59㎡）

譲渡人氏名（長谷部 勇） 住所（加茂郡川辺町西栃井1,772番地12）
譲受人氏名（長谷部 政勝） 住所（七宗町神渕3,370番地）

転用理由 植林

番号４
大字（神渕） 字（坂久） 地番（2,469番地）
地目 登記簿（畑） 現況（畑） 面積（464㎡）

譲渡人氏名（長谷部 政勝） 住所（七宗町神渕3,370番地）
譲受人氏名（長谷部 貞司） 住所（七宗町神渕3,310番地2）

転用理由 資材置場

番号５
大字（神渕） 字（芋畑） 地番（9,289番地5）
地目 登記簿（畑） 現況（畑） 面積（268㎡）

譲渡人氏名（戸谷 元男） 住所（七宗町神渕9,288番地）
譲受人氏名（戸谷 良田） 住所（七宗町神渕9,288番地）

転用理由 一般個人住宅
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事務局 番号６
（可児義昌） 大字（上麻生） 字（渡合） 地番（2,145番地8）

地目 登記簿（畑） 現況（畑） 面積（281㎡）

譲渡人氏名（武市 清巳） 住所（七宗町上麻生2,285番地2）
譲受人氏名（坪内 俊之） 住所（七宗町上麻生2,136番地8）

転用理由 一般個人住宅

本件「議第３号１番」から「６番」につきましては、申請書における
書類審査及び地元農業委員さん立ち会いの下、現地確認を実施しており
ます。

それぞれに農地区分として「第２種農地、中山間地域等に存在する農
業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地」と判断し
ます。

又、農地性が低く他の農地への影響も少ないと考えます。
それでは、スクリーンをご覧ください。
写真の撮影方向は、地図の矢印の方向からとなります。

１番につきましては、かねてより当事者間において譲渡の契約がかわ
されており、先程ご審議を頂きたました、「議第２号３番」とも関連を致
します。 既に植林をされておりますが、これは、「農地法」の知識が無
い事を起因としますが、今後この様な事が無いように指導を致し併せて
始末書も提出されております。

次に２番につきましては、かねてより当事者間において譲渡の契約が
交わされております。

事業に供する為に既に転用をされておりますが、これは、「農地法」の
知識が無い事を起因としますが、今後この様な事が無いように指導を致
し併せて始末書も提出されております。

次に３番につきましては、既に転用をされておりますが、これは、同
じように「農地法」の知識が無い事を起因としますが、今後この様な事
が無いように指導を致し併せて始末書も提出されております。

次に４番につきましては、既に転用をされております。
これは、同じように「農地法」の知識が無い事を起因としますが、今

後この様な事が無いように指導を致し併せて始末書も提出されておりま
す。

次に５番につきましては、今回申請をされた後、許可を得ないで着工
されました。

慎重に注意を致し、始末書の提出を求めました。
又、申請は使用貸借によるもので、「民法」の最大期限である３０年間

の貸借となります。

次に６番につきましては、「ＪＲ」との敷地境界等、車輌乗入れ等の確
認を致しました。

以上でございます。
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会長 はい、有り難うございました。
それでは、只今事務局より説明がありました「議第３号」につきまし

て、順に地元農業委員さんの補足説明とご意見を頂き個々に審議を致し
ます。

はじめに「議第３号１番」につきまして、上八日市地区担当の亀山委
員さん宜しくお願いを致します。

農業委員 はい。
（亀山元夫） 現場は、既に山になっています。

農地に復元するには、とても無理だと思います。
やむを得ない事だと考えますので、宜しくお願いします。

会長 はい、有り難うございました
それでは、これより質疑に入ります。
意見や質問のある方は、挙手にてお願いを致します。
又、特に「農地法第５条」に係る審議は、はじめてですのでどんな些

細な事でも疑問に持たれましたら確認をして頂きたいと思います。

「意見・質問無し」

会長 宜しいでしょうか。

「意見・質問無し」

会長 それでは、意見も無いようですので採決を取らさせて頂きます。
原案のとおり承認する事に賛成の委員さんは、挙手をお願い致します。

「全員挙手」

会長 はい、有り難うございました。
全員の方の賛成を頂きました。
よって「議第３号１番」につきましては、原案のとおり承認する事と

致します。

次に「議第３号２番」につきまして、これも上八日市地区担当の亀山
委員さん宜しくお願いを致します。

農業委員 はい、現場は家に隣接しており農業に使用をしてみえます。
（亀山元夫） 農地に復元するのは、無理だと思いますのでやむを得ない事だと考え

ます。

会長 はい、有り難うございました
それでは、これより質疑に入ります。
意見や質問のある方は、挙手にてお願いを致します。

「意見・質問無し」

会長 それでは、意見も無いようですので採決を致します。
原案のとおり承認する事に賛成の委員さんは、挙手をお願い致します。
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「全員挙手」

会長 はい、有り難うございました。
委員全員の方の賛成を頂きましたので、「議第３号２番」につきまして

は、原案のとおり承認する事と致します。

次に「議第３号３番」につきまして、小穴地区担当の亀山委員さん宜
しくお願いを致します。

農業委員 現地をみさせて頂いたんですけど、見たとおり木が立っていますので、
（亀山忠夫） もう宜しくお願いします。

会長 はい、有り難うございました
それでは、質疑に入ります。
又、意見や質問のある方は、挙手にてお願いを致します。

「意見・質問無し」

会長 それでは、意見等も無いようですので採決を致します。
原案のとおり承認する事に賛成の委員さんは、挙手をお願い致します。

「全員挙手」

会長 はい、有り難うございました。
委員全員の方の賛成を頂きました。
よって「議第３号３番」につきましては、原案のとおり承認する事と

致します。

続きまして「議第３号４番」につきまして、小穴地区担当の亀山委員
さんこれも宜しくお願い致します。

農業委員 これもやはり見させて頂きましたが、倉庫というか物置というか材料
（亀山忠夫） 置き場に使ってみえるんですけどとうして頂きたいと思います。

宜しくお願いします。

会長 はい、有り難うございました
それでは、これより質疑に入ります。
意見や質問のある方は、挙手にてお願いを致します。

「意見・質問無し」

会長 宜しいでしょうか。

（異議無し）

会長 はい、それでは「議第３号４番」につきまして採決を致します。
原案のとおり許可する事に賛成の委員さんは、挙手をお願い致します。

「全員挙手」
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会長 はい、有り難うございました。
全員の方の賛成を頂きましたので、「議第３号４番」につきましては、

原案のとおり承認する事と致します。

次に「議第３号５番」につきまして、下八日市地区担当の亀山委員さ
ん宜しくお願いを致します。

農業委員 はい、あの現地確認しましたが既に見てのとおり工事を始められてい
（亀山元夫） たんですけど、七宗も人口が減って一軒でも多い方がいいので一つ皆に

心温かい処置を宜しくお願いします。

会長 はい、有り難うございました
それでは、只今より質疑に入ります。
意見や質問のある方は、挙手にてお願いを致します。

「意見・質問無し」

会長 はい、それでは私の方からですね。
家を建てて若い方が住んで頂けるのは、大変嬉しい事と思っておりま

す。
それでは、意見も無いようですので採決に入らさせて頂きます。
原案のとおり承認する事に賛成の委員さんは、挙手をお願い致します。

「全員挙手」

会長 はい、有り難うございました。
委員全員の方の賛成を頂きました。
よって「議第３号５番」につきましては、原案のとおり承認する事と

致します。

次に「議第３号６番」につきまして、本郷地区担当の後藤委員さん宜
しくお願いを致します。

農業委員 許可申請は、先程の事務局の説明のとおりですが現場確認を致しまし
（後藤洋治） た。

ですが、「農業委員」としては、本来は農地を確保するのが立場なんで
すけど過疎化が進んでいますので、やむ得ない事かなと思っています。

会長 はい、有り難うございました。
それでは、これより質疑に入ります。
意見や質問のある方は、挙手にてお願いを致します。

「線路というか、場所が」 ※場内より

事務局 写真でいいますと、こちらに写っているのが「生きがい健康センター」
（亀山一美） になります。

こちら側が、線路側になります。
これが、「診療所」、「生きがい健康センター」になります。
そして、線路になります。
隣接した土地ですね。
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※スクリーン上にて説明

農業委員 建物に行く道路は。
（福井 功）

事務局 道路は、非常に狭いんですが地図でいうとここですね。
（亀山一美） この写らない部分になりますが、この家の裏というか表というかこち

らに入ってくる道はあります。

※スクリーン上にて説明

会長 丁度つきあたりというか。

事務局 はい、陸橋を降りた所になります。
（亀山一美）

会長 私も「農業委員」さんと同じですが少しでも人口が減らなければと思
います。

それでは、その他に意見は、どうでしょうか。

「車は、入れるんですね。」 ※場内より

事務局 車は、無理無理といいますか、ぎりぎり入れます。
（亀山一美） そのへんにつきましては、確認をとっております。

地図をご確認願いたいと思いますが、線路との間にぎりぎり普通車が
通れるくらいに入るとの事です。

今、場内よりお話しもありましたが建築の方が辛いと思います。
柱を建てるにしてもユニックを何処に置くかが問題となります。
そんな心配もしております。

会長 その他に意見は。

農業委員 それは、公共道路。
（福井德一）

事務局 個人です。
（亀山一美） 一部赤線の公共道路もあります。

譲受人の方の土地になります。

会長 他に意見等は、ございませんでしょうか。

「意見・質問無し」

会長 それでは、採決に入らさせて頂きます。
原案のとおり承認する事に賛成の委員さんは、挙手をお願いします。

「全員挙手」

会長 はい、有り難うございました。
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会長 全員の方の賛成を頂きましたので、「議第３号６番」につきましては、
原案のとおり承認する事と致します。

尚、承認戴きました「議第３号１番」から「６番」につきましては、「許
可相当」との意見を付して県に進達を致します。

続きまして、「議第４号 農業振興地域農用地区域除外申請に対する意
見について」を議第とし、事務局からの議案の朗読と説明を求めます。

事務局 はい、それでは資料につきましては１８頁からになります。
（可児義昌） 「議第４号 農業振興地域農用地区域除外申請に対する意見について」

議案の朗読と説明をさせて頂きます。
今回の申請は、本年６月末の締切日迄にありました３件であります。

番号１
大字（上麻生） 字（清水） 地番（5,266番地3の一部）
地目 登記簿（田） 現況（畑） 面積（696㎡の内6㎡）

所有者氏名（林 二三四） 住所（七宗町上麻生5,254番地1）
転用事業者氏名（ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ(株)） 住所（東京都港区新橋1-9-1）

転用目的 携帯電話のｻｰﾋﾞｽｴﾘｱの不感地帯の解消

番号２
大字（神渕） 字（炭焼戸） 地番（5,515番地2）
地目 登記簿（畑） 現況（畑） 面積（168㎡）

所有者氏名（山岡 明） 住所（岐阜市三輪962番地113）
転用事業者氏名（前島宗直） 住所（七宗町中麻生1,287番地2）

転用目的 居宅建築

番号３
大字（神渕） 字（石原） 地番（4,516番地1）
地目 登記簿（田） 現況（田） 面積（800㎡）

所有者氏名（福井 久司） 住所（七宗町神渕4,507番地2）
転用事業者氏名（七宗町長 井戸敬二）

住所（七宗町上麻生2,442番地3）

転用目的 給食ｾﾝﾀｰ整備

本件「議第４号１番から「３番」につきましては、申請書における書
面審査及び地元農業委員さん立ち会いの下、現地確認を実施しておりま
す。

それでは、順に説明させて頂きますのでお手元の資料と併せて正面の
スクリーンをご覧ください。

地図の矢印が写真の撮影方向となります。

１番につきましては、公共性の高い携帯電話の施設整備が目的であり
必要最低限の面積設定となっております。
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事務局 次に２番につきましては、隣接する土地との一体的な使用を目的とさ
（可児義昌） れております。

次に３番につきましては、七宗町が転用事業者となっております。
所管の教育委員会において計画をし、学校・保育園及び神渕公民館等

の公共施設と県道等のアクセス道路等を考慮のうえ位置を決定致してお
ります。

以上です。

会長 それでは、只今事務局より説明がありました「議第４号」につきまし
て、順に地元農業委員さんの補足説明とご意見を頂き順次審議致します。

初めに「議第４号１番」につきまして、葛屋地区担当の神戸委員さん
宜しくお願いを致します。

農業委員 葛屋担当の神戸です。
（神戸岩夫） 現地を確認してきましたが、携帯電話の施設という事ですので宜しく

お願いします。

会長 はい、有り難うございました
それでは、これより質疑に入ります。
意見や質問のある方かは、挙手にてお願いを致します。

（ソフトバンクは、今迄入らんかったんかな。） ※場内より

事務局 不感地帯の解消の為です。
（亀山一美）

会長 他には、いかがでしょうか。

「意見・質問無し」

会長 宜しいでしょうか。
それでは、採決を致します。
原案のとおり承認する事に賛成の委員さんは、挙手をお願い致します。

「全員挙手」

会長 はい、有り難うございました。
委員全員の方の賛成を頂きましたので、原案のとおり承認する事と致

します。

次に「議第４号２番」につきまして、奥田地区担当の福井委員さん宜
しくお願いを致します。

農業委員 大塚の福井です。
（福井 功） 現地を確認して来ましたが、前が県道で後ろ側が河川となっています。

隣の農地は承諾をしてみえますし、反対側は転用事業者の所有地とな
っており一体的に利用されるとの事です。
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会長 はい、有り難うございました。
これより質疑に入ります。
意見や質問のある方かは、挙手にてお願いを致します。

「意見・質問無し」

会長 それでは、宜しいでしょうか。
意見も無いようですので採決を致します。
原案のとおり承認する事に賛成の委員さんは、挙手をお願い致します。

（全員挙手）

会長 はい、有り難うございました。
委員全員の方の賛成を頂きました。
よって「議第４号２番」につきましては、原案のとおり承認する事と

致します。

次に「議第４号３番」につきまして、寺洞地区担当の上野委員さん宜
しくお願いを致します。

農業委員 寺洞の上野です。
（上野竜司） 町が計画してみえるという事で農地として田んぼですが協力をされま

す。
又、隣地の方も協力をされますので宜しくお願いします。

会長 はい、有り難うございました
これより質疑に入ります。
意見や質問のある方かは、挙手にてお願いを致します。

農業委員 これは、決定と言う事ですね。
（福井德一）

会長 私が答えるの何なんですが
第１候補として考えております。

農業委員 第１候補と言うと他にも候補が有る様なんですが。
（福井德一）

会長 他は、今は考えておりません。

農業委員 他には、無いけど第１候補として考えております。
（福井德一） なんか、変なんですが。

決定では、無いと。

会長 昨日も説明をしてきて、昨夜は神渕で昨日でしたが、今日も上麻生地
区で今夜有る訳なんですが、ここを第１候補として考えています。

農業委員 よく、分からないんですが。
（福井 功） 「議会」は、どうなっているんですか。
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農業委員 私も６月からなので「議会」の説明は無いんですが。
（福井德一）

会長 「議会」には、以前「全協」にて前の議員さんに説明を致しておりま
す。

但し、これから「県」との協議にはいっていきますので第１候補とい
う訳です。

これは、他に候補が有るとかでは無くて、説明がしにくいんですがこ
こをお願いしていきたいと考えております。

用地につきましては、段の峰の土地とか神渕カヤバの跡地とかいろい
ろ検討した中で、町有地を有効に使うという事でここを第１候補として
調べていましたら「農振農用地」という事で正直一寸慌てて今回の申請
となりました。

私としては、何とか場所はこの場所でいきたい、ただ先程言った様に
決定しておりませんので、申請の段階ですのでそう言う思いで、一寸い
ろいろな言い方をして申し訳ありませんけども微妙な言い方もしました
けどもこの場所で何とか「給食センター」を建設したいと思いますので
宜しくお願いします。

農業委員 議会の決定もまだの様ですがこれは、書類として公式の場に出て来た。
（福井 功）

会長 そうですね。

農業委員 その中で、「農業委員会」が「農振除外」をここで決定しましたという
（福井 功） 事になるという事は、何か一寸疑問を感じますので、その辺のことはし

っかり会長さんも「農業委員会」で決めたので既に決まったという事で
は無くて。

会長 そうですね。

農業委員 その辺の事を充分に思って頂いて、審議に望んで頂きたいと思います。
（福井 功）

会長 私と致しても会長という立場も有りますが、これから「議会説明」、そ
して、「地元説明」などもしていかなければならないと思っております。

ですから、申請の場合にはしっかり説明をしていかなければなりませ
ん。

他にご意見等は、ございませんでしょうか。

農業委員 もう１件、もう１件関連でいいですか。
（福井 功） 夕べもこの話にありますが、中学校、中学校統合について話があった

んですが、その中学校とこれは完全にセットになっているという解釈で
は無いですね。

統合の問題とは、セットになっていない。

会長 そうですね。
これは、別に申請をしていかなければなりませんので。
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農業委員 中学校の問題とは、関係無いと。
（福井 功） それとセットになっていないと。

会長 はい、ここに書いて有りますとおり昭和２９年頃の時期の物ですので
一刻も早く建設をしたいと思っておりますので。

他にご意見等は、ございませんでしょうか。

農業委員 一寸いいですかね。
（福井德一）

会長 はい、どうぞ。

農業委員 ここで「許可」がなされた場合には、農地から「転用」される訳なん
（福井德一） ですが、と言う事はここに「給食センター」を作っても宜しいと言う事

を含めてという事やね。

会長 あまり僕としては「農業委員」さんが「賛成」してくれたでここに決
定と言う言い方では無くて、そんな事では「農業委員」さんの責任も大
変重くなってしまうので、ですからけして何て言ったらいいのか分かり
ませんが、そこ迄考えるのは難しい事もあるので。

農業委員 でも、それが目的で「転用」される訳で。
（福井德一）

会長 はい、ですけど、私がけして他で「農業委員」さんが絶対にここにし
てくれと言う発言では無く、こういった目的が有るので、それに対して
「農業委員」さんとして、どう「判断」すると考えて頂けたらと、大変
難しいですが。

農業委員 次回「農業委員会」が１０月にある訳なんですが、それまでに申請し
（福井 功） て県に出ていくか分かりませんが、私達は住民としては「議会」に代表

として出てみえますので、それ迄に「議会」との協議をしっかりされま
して、その辺を次回ご報告頂くように、けして「農業委員会」でね決め
たと言う事では無くてなるべく早く「議会」にて協議して頂いてそうい
う方向を出されるなら、して頂かないと私達も困りますのでその辺の事
を宜しくお願い致します。

会長 ９月に又、「９月定例会」が有りますので勿論そう言うところで「全員
協議会」などでもご協議を頂かなければなりませんので、又その結果を
もって次回１０月の「農業委員会」のおりには、説明などもさせて頂き
ます。

農業委員 いいですか。
（上野竜司）

会長 はい。
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農業委員 「県」の方に提出しましてですね、町の方で建設をされなかったとい
（上野竜司） う場合には、どうなりますか。

事務局 それは、順番に言いますと通常的な事務の流れを説明させて頂きます。
（亀山一美） ここで「承認」を頂いたものを、法律的に求められた書類がかなり有

る訳なんですが、それらを全て作りまして「県」の「可茂農林事務所」
が窓口となりますので、提出を致します。

そうしますと、「県」の中の関係機関の各課長さん方が集まりました「農
振部会」が現場を確認されたり、書類の確認をなされます事務が始まり
ます。

そちらで、同様に審議された中で「許可」等のものが「承認」されま
すので、それが概ねふた月程度、今年ですとこれから申請に入りますの
で大体年内一杯かかってきます。

最終的に「協議」、「承認」と事務の流れが進んでくるのが１７頁に説
明をさせて頂いているんですが、全て法律が絡みますので大体６ヶ月か
ら８ヶ月程度かかってきます。

ですから、「「許可」全ていいですよ。」と言われるのは、一番最短でも
２月から３月頃になります。

それから「転用」の方へ入っていきます。
「転用」につきましては、ここにも有りますように公共事業ですので

「転用」の「許可」は、必要では有りませんので、「承認」が下りた段階
で工事に入れます。

農業委員 「県」の「承認」は、いいんですけど「議会」などで「賛成」されな
（上野竜司） かった場合に、進められませんよね。

事務局 はい、そうですね。
（亀山一美） 事業としては、進まなくなります。

農業委員 そうした場合に、そのままという事も有るんですけど。
（上野竜司）

事務局 はい、そうした場合には田んぼとして利用して頂くと言う事で「農振」
（亀山一美） の「除外」では無くて、増やすという逆の作業に入ります。

元の農地として使う場合ですね。

農業委員 要するに今のままやと半年位かかるので、その間に「議会」とかでも
（福井 功） 充分に調整をされて、もしこの土地では駄目やとなった場合には「取下

げ」という方法も有る訳やね。

事務局 はい、そうですね。
（亀山一美）

会長 他にご意見等は、ございませんでか。

「意見・質問無し」
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会長 宜しいでしょうか。
それでは、「議第４号３番」につきまして採決を致します。
原案のとおり承認する事に賛成の委員さんは、挙手をお願い致します。

「多数挙手」

会長 はい、有り難うございました。
「議第４号３番」につきましては、多数の方のご承認を頂きましたの

で原案のとおり「承認」する事と致します。

尚、「議第４号１番」から「３番」「除外」に係る案件につきましては、
全て「承認」を頂きましたので、今後は事務局にて適正に事務処理をし
順次必要な手続きに入るように指示を致します。

続きまして、「議第５号 七宗町農業委員会農地の利用状況調査確認実
施要領（案）について」を議第として、事務局に議案の朗読と説明を求
めます。

事務局 はい、それでは「議第５号 七宗町農業委員会農地の利用状況調査確
（可児義昌） 認実施要領（案）について」議案の朗読と説明を致します。

資料につきましては、２２．２３頁になります。
これは、昨年より「農地法」の改正により義務付けをされました「農

地パトロール、利用状況調査」になるんですが実施の為に必要な措置と
なります。

昨年は、全国的に手探りの中で業務が遂行され当「農業委員会」につ
きましても、前任の「農業委員」さんの御協力の元実施を致しました。

本年につきましては、先月７月２８日に急遽担当者会議が開催され事
業実施の確認及び指導がなされました。

会議の席上、お示しの要領（案）ですが、ひな型が提示されこれを元
に「七宗町農業委員会」として作成を致しました。

それでご承認の程宜しくお願いしたいと思います。
以上でございます。

会長 はい、それではこれより質疑に入ります。
意見や質問のある方は、挙手にてお願いを致します。

農業委員 去年からという事ですが、少し説明をして頂きたいと思うんですが。
（福井 功）

事務局 はい、すいませんそれでは、全部読みますと時間がかかりますのでか
（亀山一美） いつまんで説明をさせて頂きます。

これは、「農地法第３０条」で定められました農地の現況確認でござい
ます。



- 24 -

事務局 昨年から始まりまして今年も昨年同様８月から１１月迄３ヶ月間８．
（亀山一美） ９．１０．１１月、すいません４ヶ月ですね。

４ヶ月間をかけまして、農地の全筆を一筆づつ調査をするのが主旨で
ございます。

ただ、中々全ての農地を誰の農地で全て作っていますか、作っていま
せんかと確認するのは、非常に困難な事だと思います。

そういった中でなるだけ皆さんのお手間をかけない様にという事で少
し、簡略的なやり方をさして頂きたいと思います。

お手元に資料でお配りをさせて頂いておりますが、後程「連絡事項」
で説明をする準備もしておりましたが、農地の現況確認をするという事
で「報告書」を５枚程お手元にお配りをさせて頂いております。

「資料確認」

事務局 はい、それです。
（亀山一美） それで、皆さんがそれぞれに受け持ちの担当地区がございます。

その地区で見に行かれまして、何月何日何時頃見に行ったらこの土地
は、「一寸おかしんじゃないか。」「この土地はずっと長い間草も刈ってい
ないがいいのだろうか。」と疑問に持たれます農地につきましてこちらに
書いて報告をして頂きたいと思います。

それぞれにお手元に５枚ほど行っておりますが、これが余る事を期待
しておりますが「足らないよ。」と言う事になりますと、非常に農地が荒
れている形になってきますので５枚余る事が望ましいと思いますが、そ
れぞれに状況を書いて頂きたいと思います。

もし、今ですとデジカメなどもお持ちかと思いますので写真で出して
頂く事も可能ですが、それぞれに「確認される日にち」、「時間」、「場所」
そして「状況」をそちらに書き込んで報告をして頂きたいと思います。

また、一寸疑問に思う場合には、「現場を一緒に見に行ってくれ。」な
どと連絡を頂ければ、「農地法」の確認と併せまして現地確認に随行させ
て頂きますので、なかなか法律的な用語で難しい形にしておりますが、
お願いをしたいと思いますので、ひとつ御協力をお願いしたいと思いま
す。

特に、事前準備として図面等もございますが、なかなか個人情報のか
らみもありますので、この場ではお示しをしておりませんが必要有りま
したらご連絡を頂きたいと思います。

貸し出しという形になりますが、お渡しする事は出来ませんので現地
確認の際には貸し出しを致しますので、宜しくお願い致します。

会長 宜しいでしょうか。

「意見･質問無し」

会長 せっかくですので、しっかり質問されまして聞いて頂いて御協力を頂
きたいと思いますので。

農業委員 要するに担当地区の畑をパトロールすると。
（福井 功）

事務局 はい、そうです。
（亀山一美）
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農業委員 見て回って、明らかに農地の中に例えば隣地に関係無く、草ボウボウ
（福井 功） になって迷惑をかけている土地が有ると、そんな場合などが有るとすれ

ばその様な場合には報告をすると。

事務局 はい、そうです。
（亀山一美）

農業委員 そういうことやね。
（福井 功） 他に農地がどうか分からない時には。

事務局 はい、農地と思っていても既に転用の「許可」受けてみえる様な場合
（亀山一美） なども有りますので、違っていてもいいですので報告をして頂いても、

それを元に農地がどうか確認、調べた上で一緒にご指導の場を作らせて
頂いたり文書の指導をしたりと次の段階にはいっていきますので、とり
あえずは、皆さんお手持ちの地区の巡回、今言いましたパトロールをし
て頂きたいと思います。

農業委員 仮にひどい農地があれば、報告をすると。
（福井 功）

事務局 はい。
（亀山一美）

農業委員 そう言う事やね。
（福井 功）

農業委員 大体、優良農地と言えば、土地改良やった所やな。
（亀山忠夫）

事務局 はい。
（亀山一美） 土地改良をした所が基本的に優良農地として「農振地域」にして守っ

ていますので、その農地は基本的水田等にて耕作をしてみえると思いま
すので、山際に近い場合など、既に今日も何件か有りましたが山になっ
て木を植えている場合など気づいたら、農地やったのかなと思う場合も
有りますので気づいた件で結構でございますので。

農業委員 その結果は。
（福井德一） その対処はどうするんや。

事務局 その結果、「確かに農地だと、違法だと違法転用だと」判断された場合
（亀山一美） などは、文書等にて指導にはいっていきますので、なるだけそういった

農地が無い事を希望したいと思います。

特に推薦委員さんにおかれましては、担当地区というのがございませ
んが、お近くで結構でございますので、同じ様な協力をして頂きたいた
いと思います。

会長 その他に質問等は、ございませんでしょうか。

「意見･質問無し」
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会長 またそれでは、他に有りましたら個々に事務局に確認をして頂きたい
と思います。

それでは、「議第５号」につきまして採決を致します。
原案のとおり「承認」する事に賛成の委員さんは、挙手をお願い致し

ます。

「全員挙手」

会長 はい、有り難うございました。
委員全員の方の「賛成」を頂きましたので、「議第５号」につきまして

は、原案のとおり「承認」する事と致します。

会長 尚、「承認」頂きました「議第５号」につきましては、事務局より後程
説明がありますが、業務の遂行には、先程申しました様に委員各位の御
協力が不可欠となりますのでご理解と御協力を何卒御願い致します。

それでは、以上をもちまして、本日の議案は全て「許可」及び「承認」
を頂きました。

慎重なるご審議を賜り誠に有り難うございました。
これにて、「平成２３年度 第３回 農業委員会総会」につきましては、

を閉会致します。

尚、これよりは、事務局より事務連絡等又、暫時休憩の後には研修会
を予定しておりますので、引き続き宜しくお願い致します。

会議の経過を記載し、相違無いことを証する為ここに署名する。

議事録署名者 農業委員署名 印

議事録署名者 農業委員署名 印


